
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 横浜ベルエポック美容専門学校 
設置者名 学校法人 東京滋慶学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

衛生専門課程 美容師科 
夜 ・

通信 
55単位 3×2＝6単位  

文化・教養専門課程 ヘアメイク科 
夜 ・

通信 
57単位 3×2＝6単位  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 横浜ベルエポック美容専門学校 
設置者名 学校法人 東京滋慶学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

https://www.tokyo-jikei.ac.jp/information 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 株式会社役員 
令和 4年 3月 31日～ 

令和 8年 3月 30日 
適切な情報収集 

非常勤 株式会社役員 
令和 4年 3月 31日～ 

令和 8年 3月 30日 
財務体制の強化 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 横浜ベルエポック美容専門学校 

設置者名 学校法人 東京滋慶学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

美容師科（２年制）、ヘアメイク科（２年制） 

 

【作成について】 

 各科授業科目の作成は次年度の学科教育内容の事業計画を立てた上で、教育課程編

成委員会での意見を反映させる形でカリキュラムの構成、授業科目の設定を行う。 

 シラバスに関しては、科目名、授業時間数、担当教員名、授業の方法（講義、演習、

実習の別）、授業の内容（授業科目の概要）、授業の計画（回数やスケジュール）、到達

目標、成績評価の方法・基準を全科目共通で記載し、学内統一様式にて作成する。 

 

【時期について】 

 毎年、９月からカリキュラム構成検討を始め、１０月～１１月にかけてカリキュラ

ムプレゼンを行い授業科目の決定をしている。ここで決定した授業科目については学

生配布用の学生便覧に掲載して翌年４月に共有し、いつでも閲覧できるようにする。 

実際の授業シラバスの作成は１２月～２月にかけて各授業の担当講師が作成し学科

長が確定をする。作成したシラバスは、各学期が始まる前に webで公開し学生がダウ

ンロード、閲覧できるようにする。 

 

授業計画書の公表方法  

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 



  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 
学則にて成績評価の大枠について規程をしている。また、詳細事項は学則施行細則にて規

程をしている。 

＜参考：学則＞ 

 (修了の認定、学習の評価) 

第 10 条 学校長は定期試験及び臨時試験(論文・レポートを含む)、平素の学習状況、出席

状況の３要素で評価する。評価はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆで行い、Ｄ 以上で合格

とする。但し、学校長が必要と認めた場合には、これら以外の表記で成績を表す

ことができる。その際の評価方法の詳細については別に定める。 

２ 教育課程の定めるところにより、定期試験の受験資格は、美容師科においては学 

科７割以上、実習８割以上、ヘアメイク科においては７割以上を出席しているこ 

ととする。出席率に満たない場合は定期試験の受験資格を喪失しＥ評価とする。 

３ 定期試験の方法は筆記試験、口頭試験、実技試験、論文あるいはレポートで行う。 

４ 試験の欠席者には追試験を、不合格者には再試験をそれぞれ一度ずつ行う。 

５ 外部実習に関しては総合的に評価を行う。 

６ ＧＰＡ（グレート･ポイント･アベレージ）制度による評価については別に定める。 

 

＜参考：学則施行細則＞ 

（成績評価） 

第３条 教育課程記載上の科目については、すべて評価を行う。 

評価は成績表及び成績証明書へ記載する。 

 

（科目評価） 

第４条 各科目について定期試験、中間試験・授業にて実施する小テストの２要素でＡか 

らＦの６段階評価にて行う。 

２ Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを合格としＥ、Ｆを不合格とする。 

         Ａ（ ９０～１００点） 

         Ｂ（ ８０～８９点） 

         Ｃ（ ７０～７９点） 

         Ｄ（ ６０～６９点） 

         Ｅ   評価資格喪失 

         Ｆ  （０～５９点） 

 

３ 科目の評価は、定期試験６０％、小テスト・中間試験を４０％とし、課題提出状 

況による評価も小テスト点数に包含する。 

４ 成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として、総合平均点（Grade  

Point Average に相当するもの。以下「GPA」という）をもちいる。GPA制度によ

る評価については別に定める。 

５ ６段階評価の対象外科目に関しては、GPA 制度の対象外とし評価は下記の通りと 

する。 

         Ｓ     合格 （認定）       

         Ｕ     不合格（認定せず） 

         Ｅ     不合格（出席不良） 

         ＴＣ    他校で履修した単位の認定 

（現場実習評価） 

第５条 現場実習評価は実習前教育、実習施設の評価、実習後教育の３要素で評価する。 

２ 評価はＳ・Ｕで行い不合格の者には本細則第１０条に定める規定に基づき再試 

験を行う。 

３ 実習参加の最低条件は以下の項目の全てを満たす者である。 

（１）実習までの履修科目の出席率がすべて良好であること。 

（２）実習に対して十分な目的意識とやる気を有していること。 



  

（３）身体的・精神的・社会的に実習に耐えうる健康状態であること。 

（４）身なりや態度が実習に臨むにふさわしいと判断された者。 

（５）実習前教育において実習の目的意義を理解し、実習候補者として適性が認めら 

れた者。 

４ 前項の実習参加の判定は、教務部長または学科責任者が行う。 

（国際教育評価） 

第７条 国際教育評価は、研修後に実施する報告課題によって評価する。 

２ 評価はＳ・Ｕで行い不合格の者には本細則第１０条に定める規定に基づき再試験 

を行う。 

３ 国際教育の出席時間数（研修前、研修中、研修後）が必要時間数に満たない者は、 

Ｅ評価とし修了の認定を行わない。 

 

（評価資格） 

第８条 本校への学費等の納入金が所定の期日までに未納の者、または所定の入学手続き 

が完了していない者は、試験を受けることができない。 

２ １科目について定期試験を含み出席率が７０％に満たない者は、Ｅ評価とする。 

３ 美容師科は、１科目について定期試験を含み出席率が８０％に満たない者は、Ｅ 

評価とする。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 学則施行細則第４条４にてＧＰＡ制度を活用することを規定している。ＧＰＡ制度自体

は別途制度説明を設けている。 

 本校ではＧＰＡ制度導入の目的として、「GPA は学生の成績を数値化し、客観的に把握す

るためのものです。学修成績全体の状況を把握し、学生の学習意欲の向上及び適切な修学

指導に役立たせると共に、海外への留学や就職等、国際的な評価に対応させることを目的

としています。」と説明している。 

 また、ＧＰＡの算出方法は以下の通りとしている。 

 

GPAを算出する計算式は以下のとおりです。（GPAの算出は、小数点以下第 3位以下を四捨

五入するものとします。） 

 

 
 

 

 
【GPA を算出する計算式】      

（該当授業科目の単位数×各授業科目で得た GP）の合計 

 当該学期に評価を受けた各授業科目の単位数の合計 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 

実点数範囲 100点～90点 89点～80点 79点～70点 69点～60点
59点以下

または不合格

成績評価 A B C D F

GP 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

学則及び学則施行細則にて卒業・修了について規程をしている。 

 

＜学則規程＞ 

（卒業・修了の認定） 

第 26 条 教育課程の定めるところにより、美容師科は学年ごとに修了すべき教科

課目について、履修認定の要件として、該当教科課目は法定授業時間数

を出席していることおよび試験に合格している者に対して該当教課目の

修了を認定する。また、法定授業時間数を満たさない場合は不足時間数

の補習を行う。 

２ ヘアメイク科は学年ごとに修了すべき教科課目について、履修認定の要

件として、該当教科課目の７割以上を出席していること、試験に合格し

ている者に対して該当教科課目の修了を認定する。 

３ 学校長は前項の認定を行うため、学校長及び学校長が指名した者より構

成される卒業進級判定会議を開催し、審査の上判定する。この場合、所

定の教科課目及び所定の単位数または授業時間数を履修し、その成果が

修了認定すべきものと認められる場合、卒業または進級認定をしなけれ

ばならない。 
（卒業） 

第 27条 本校所定の課程を修了した者に、卒業証書を授与する。 
 

＜学則施行細則規程＞ 

（卒業・進級基準） 

第１５条 １セメスター（学期）ごとに全科目Ａ～ＤまでおよびＳの評価を得た者は、 

必要単位数取得者となり、進級することができる。 

２ 学年ごとに必修単位数を取得し、卒業時までに全科目を履修し、学校長が 

適当と認めた者は卒業となる。 

３ 不合格科目（Ｅ・Ｆ・Ｕ評価）を有する者は以下の通りとする。 

（１）不合格科目が１科目でもある者は年度末進級卒業判定会議を経て、留

年となる場合がある。同時に、卒業年次生は就職活動を中止とすることがあ

る。 

４  １年生は該当年次の３月末日、卒業年次生は卒業式の前日までに学費が完 

納されていない場合は、原則として進級、卒業は認めない。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法  

 



  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 横浜ベルエポック美容専門学校 

設置者名 学校法人 東京滋慶学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://www.tokyo-jikei.ac.jp/information 

「財務諸表」内にて公表 

収支計算書又は損益計算書 
https://www.tokyo-jikei.ac.jp/information 

「財務諸表」内にて公表 

財産目録 
https://www.tokyo-jikei.ac.jp/information 

「財務諸表」内にて公表 

事業報告書 https://www.tokyo-jikei.ac.jp/information 

監事による監査報告（書） https://www.tokyo-jikei.ac.jp/information 

 

  



  

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生分野 衛生専門課程 美容師科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

 

2年 

 

 

昼 ６７単位 

単位時間／単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

160人 人 人 人 人 人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

様式第２号の３【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の１．を参照 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

様式第２号の３【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の３．を参照 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

様式第２号の３【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の４．を参照 

 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応、長期欠席者への指導等の対応 

保護者を含めた面談による指導 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（主な就職、業界等） 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 



  

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  人 人  ％ 

（中途退学の主な理由） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 

  



  

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化・教養 
文化・教養専

門課程 
ヘアメイク科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

 

 

昼 

 

114単位 

単位時間／単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

160人 人 人 人 人 人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

様式第２号の３【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の１．を参照 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

様式第２号の３【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の３．を参照 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

様式第２号の３【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の４．を参照 

 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応、長期欠席者への指導等の対応 

保護者を含めた面談による指導 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（主な就職、業界等） 

（就職指導内容） 

 



  

（主な学修成果（資格・検定等）） 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  人 人  ％ 

（中途退学の主な理由） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 

  



  

 

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

美容師科  50,000円 900,000円 220,000円  

ヘアメイク科   50,000円 900,000円 220,000円  

   円 円 円  

   円 円 円  

修学支援（任意記載事項） 

 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

前年度評価について、学校ホームページにて公開する。 

 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

学校関係者評価委員会規定にて規定している 

（参考：学校関係者評価委員会規定） 

第１０条 自己点検・評価結果について学校職員以外の関係者による評価を行うため、 

各校に学校関係者評価委員会を (以下「評価委員会」という)を置く。 

２ 評価委員会は、自己点検・評価結果の客観性・透明性を高め、学校の利害関 

係者の学校運営への理解促進や連携協力による学校運営の改善を目的とす

る。 

（組織) 

第１１条 評価委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 理事及び評議員 

(2) 学校長 

(3) 副校長（または顧問） 

(4) 事務局長(または次長) 

(5) 教務部長 

(6) 学科長 

(7) 業界関係者 

(8) 高等学校関係者 

(9) 近隣関係者 

(10) 卒業生代表 

(11) 保護者代表 

２ 評価委員会は、理事会のもとに位置づける。 

（任期） 

第１２条 前条第 7号から 10号の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任 

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 第１１号の委員は、在校生の卒業年次に係る年度まではその任にあたる。 

 



  

 (委員長等) 

第１３条 評価委員会は委員長を置き、第１１条第（２）号に定める委員をもって充 

てる。 

２ 評価委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。 

３ 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代 

行する。 

(学校関係者評価の実施及び結果の報告) 

第１４条 評価委員会は、学校関係者評価を毎年度実施し、その結果を理事会に報告 

するものとする。 

 (学校関係者評価の公開) 

第１５条 委員長は、学校関係者評価の結果を、学校法人滋慶学園情報公開規程に基 

づき学内外に開示するものとする。 

 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

学校関係者評価を確実に実施し、開設年度の翌年度末までにその結果を公表するため

に委員の選任を行う 

   

   

   

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

開設年度の翌年度末までに評価を確実に公表する 

 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

 

 

 

 

 

 

 


